公告

令和8年4月1日

次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、府中町財務規則（昭和４０年規則第８号）第７１条の規定によって公告する。

府中町長　寺尾　光司

１．入札に付する事項
(1)業務名
令和8年度広報ふちゅう等配布業務
(2)業務の仕様等
業務仕様書による。
(3)履行期間
契約締結日から令和９年３月３１日まで
ただし、各号の配布期限は次のとおりとする。
	号
	配布期限
	配布物搬入予定期間

	5月号
	5月７日
	4月21日～4月30日

	6月号
	6月７日
	5月19日～5月30日

	7月号
	7月7日
	6月20日～6月30日

	8月号
	8月7日
	7月22日～7月31日

	9月号
	9月7日
	8月18日～8月29日

	10月号
	10月7日
	9月22日～9月30日

	11月号
	11月7日
	10月20日～10月31日

	12月号
	12月7日
	11月17日～11月28日

	1月号
	1月7日
	12月22日～12月26日

	2月号
	2月7日
	1月19日～1月30日

	3月号
	3月7日
	2月16日～2月27日


(4)業務の場所
町内一円ただし別途、町が指定する区域を除く
２．入札参加資格
(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(2)府中町の指名除外を受けていないこと。
(3)府中町税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(4)令和５～７年度の間に、規模を同等以上とする配布業務を町又は国（公社・公団を含む。）若しくは他の地方自治体と２回以上にわたって契約し、これらを全て誠実に履行していること。

３．入札に係る手続等
(1)業務仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法
ア　交付場所
府中町役場3階政策企画課（府中町大通3丁目5番1号）
イ　交付期間
令和8年4月9日（木曜日）まで
ウ　入手方法
上記イの期間府中町ホームページからダウンロードすること。
(2)入札参加資格受付
ア　本件入札に参加する者は、入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類（以下、「資格確認書類」という。）を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
イ　提出先
上記(1)アの場所
ウ　提出期限
令和8年4月10日（金曜日）正午
エ　提出方法
持参又は郵送等による。ただし郵送等による場合は上記ウの期限までに必着とする。
　オ　資格確認書類
上記アの資格確認書類は次のとおりとする。
・競争入札参加資格審査申請書（様式1）
・経営状況調査表（様式2-1）
・登記事項証明書（提出日から3か月以内に証明されたもの。写し可）
・財務諸表類の写し（1年分）
・暴力団排除に関する誓約書（様式4）
・消費税および地方消費税の納税証明書（納税証明書その3、その3の2、その3の3
のいずれかであって、提出日から3か月以内に証明されたもの。写し可）
　　・契約実績票（様式5）
カ　入札参加資格の審査
申請書の提出があった者について審査を行い、入札参加資格を満たしていないと認められた者についてのみ、速やかに連絡し、通知する。
(3)質問方法
仕様書に関する質問は電子メールにより、上記(2)ウの入札参加資格受付期間までに政策企画課に提出すること。
回答は、入札参加するすべての参加者に対し、参加表明書に記載されたメールアドレスへ電子メールにより回答する。
なお、質問及び質問に対する回答は、仕様書の追補とみなす。

４．入札及び改札の日時並びに入札書の提出方法等
(1)日時
令和8年4月16日（木曜日）午後2時00分
(2)場所
安芸郡府中町大通3丁目5番1号
府中町役場3階　政策企画課
(3)入札書の提出方法
持参又は郵送等による。ただし郵送等による場合は令和8年4月16日（木曜日）正午までに必着とする。
(4)入札方法
入札金額は、入札書別紙内訳書の区分ごとに、各区分の１部あたりの配布単価を予定数量に乗じた費用の合計を見積もるものとし、入札書及び入札書別紙内訳書を併せて提出すること。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)入札保証金
免除
(6)再度入札
ア　再度入札は2回までとする。
イ　再度入札においては、別途通知する最低入札金額を下るものでなければならない。
ウ　再度入札の日時については別途通知を行う。
(7)無効入札
本公告に記載した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他、府中町財務規則第７６条第１項各号に該当する入札は、無効とする。

５．その他
(1)契約書作成の要否
　要
(2)支払い条件
配布料金の支払いは各月払いとし、町は各月の実際の配布数に契約単価を乗じた額を受託者の実績報告と請求に基づき、３０日以内に支払うものとする。

６．問合せ先
〒735－8686
安芸郡府中町大通3丁目5番1号
府中町役場3階政策企画課
電話：082（286）3127
FAX：082（286）3199
　メール：kikaku@town.fuchu.hiroshima.jp

